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［ 口座振替収納事務取扱規定 ］ 

 

 １．事務の委託 

   収納事務取扱いの委託に際しては、当行に対し、「収納事務の対象」「取りまとめ店」「当行取扱店の範囲」「振替日」を届出るもの

とします。 

 ２．口座振替依頼書の受理 

   当行取扱店は、預金者から口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書（以下「依頼書」といいます。）およひ預金口座振

替届出書（以下「届出書」といいます。）を提出させ、これを承認した時は届出書を送付します。なお、預金者（契約者）から依頼書

および届出書を受理した時は、依頼書を当行に送付するものとします。当行は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他不備事項

があるときは、これを受理せずすみやかに返戻します。 

 ３．口座振替依頼 

   口座振替依頼は、114Salut Stationまたはデータエントリーサービスを利用し、当行所定の時間内に行うものとします。 

 ４．処理結果の記録 

振替済 0 

資金不足 1 

預金取引なし 2 

預金者の都合による振替中止 3 

預金口座振替依頼書なし 4 

委託者の都合による振替中止 8 

その他 9 

 ５．口座への入金 

   当行は、振替日の 2営業日後までに振替代り金を委託者の預金口座に入金します。 

 ６．領収証等 

   当行は、領収証・振替済通知書等の作成・郵送は行いません。 

 ７．預金者への通知 

   当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落済の通知および入金の督促等は行いません。 

 ８．振替の停止 

   預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を直ちに当行取りまとめ店に通知するものとします。 

 ９．手数料 

   口座振替収納事務取扱いにあたっては、当行所定の手数料および消費税をいただきます。（税制が改正された場合には当該改正後の

税率等に従い消費税をいただきます。以下同じです。）手数料および消費税は、当行所定の日に、預金通帳・払戻請求書・カードまた

は小切手なしで、別途お届けいただいた指定の手数料引落口座から自動的に引落します。 

 １０．届出事項の変更等 

   収納事務取扱いの委託につき変更等がある場合または解約する場合には、当行所定の書面により届出てください。 

 １１．解約・変更通知 

   当行は、預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、その旨通知します。

ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときは、この限りではありません。 

 １２．規定の変更 

   当行は本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく何時でも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容

に従い取扱うこととします。かかる変更内容は、ウェブサイト上等当行所定の方法によりお客さまに通知します。かかる変更により

万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。 

 

以 上 

（2023年 1月 20日現在） 


